
会計処理の方法は？１7 

この章では、消費税及び地方消費税の「会計処理の方法」について

説明します。

　消費税及び地方消費税の会計処理方法は、次の二通りの方法があります。

いずれの方法を採用するかは事業者の任意（注）であり、納付する消費税額

及び地方消費税額の合計額は同額となります。

① 税込経理方式＝消費税額及び地方消費税額を売上高及び仕入高等に含

めて経理する方法

② 税抜経理方式＝消費税額及び地方消費税額を売上高及び仕入高等に含

めないで区分して経理する方法（取引の都度区分する

方法と期末に一括区分する方法）

免税事業者は税込経理方式と
なります。

注

② 税抜経理方式① 税込経理方式 区　分

特　徴

売上げに係る
消費税額等

売上げ又は仕入れ等に係る消費税額及
び地方消費税額は、売上金額、資産の
取得価額又は経費等の金額に含まれる
ため、企業の損益は消費税及び地方消
費税によって影響されるが、税抜計算
の手数が省ける。

売上げ又は仕入れ等に係る消費税額及
び地方消費税額は、仮受消費税等、又
は仮払消費税等とされ、企業を通り過
ぎるだけの税金にすぎないため、企業
の損益は消費税及び地方消費税によっ
て影響されないが、税抜計算の手数が
掛かる。

売上げに含めて収益として計上する。 仮受消費税等とする。

仕入れ等に係る
消費税額等

仕入金額、資産の取得価額又は経費等
の金額に含めて計上する。

仮払消費税等とする。
参照→次頁の＜もっとくわしく＞

納付税額

還付税額

租税公課として損金（必要経費）に算
入する。

仮受消費税等から仮払消費税等を控除
した金額を支出とし、損益には関係さ
せない。

雑収入として益金（収入金額）に算入
する。

仮払消費税等から仮受消費税等を控除
した金額を入金とし、損益には関係さ
せない。
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67消費税のあらまし　17. 会計処理の方法は？

　国や地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三に掲げる法人又は人

格のない社団等で特定収入がある場合は、通常の計算による仕入控除税

額から、特定収入で賄っている課税仕入れ等に係る消費税額に相当する

金額を控除した残額が仕入税額控除の対象となります。（注1）

2. 仕入税額控除についての特例

注1

国や地方公共団体の特別会計、
消費税法別表第三に掲げる
法人又は人格のない社団等も、
事業者免税点（1,000万円）
制度及び簡易課税制度が適
用されます。

注2

公益社団法人等が募集する寄
附金のうち、一定のものに
ついては、特定収入に該当
しないこととされています。
詳しくは、パンフレット「国、
地方公共団体や公共・公益
法人等と消費税」をご参照く
ださい（国税庁ホームページ
からダウンロードできます。）。

注3

国、地方公共団体又は特別の
法律により設立された法人か
ら資産の譲渡等の対価以外の
収入を受ける際に、これらの
者が作成したその収入の使途
を定めた文書をいいます。

参照→特定課税仕入れはP45

　特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入のことをいいます。

＜用語の説明＞

例えば、次に掲げる収入が特定収入に該当します。

特定収入 とは

●租税　●補助金　●交付金　●寄附金

●出資に対する配当金　●保険金　●損害賠償金

●資産の譲渡等の対価に該当しない負担金、他会計からの
　繰入金、会費等、喜捨金等

次に掲げる収入は特定収入に該当しません。

●借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は

　償還のため補助金、負担金等の交付を受けることが規定されてい

　るもの以外のもの

●出資金　●預金、貯金及び預り金　●貸付回収金

●返還金及び還付金　

●次に掲げる収入（注2）

　・法令又は交付要綱等（注3）において、次に掲げる支出以外の支

　出（特定支出）のためにのみ使用することとされている収入

　　　Ａ　課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出

　　　Ｂ　特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出（特定課

税仕入れに係る消費税等に相当する額を含む。）

　　　Ｃ　課税貨物の引取価額に係る支出

　　　Ｄ　借入金等の返済金又は償還金に係る支出

　・国、地方公共団体が合理的な方法により資産の譲渡等の対価以

　外の収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のため

　にのみ使用することとされている収入

さ ら に 詳 し く

　国又は地方公共団体等に対する特例につい

ては、「国、地方公共団体や公共・公益法人

等と消費税」をご用意していますので、さら

に詳しくお知りになりたい場合は、こちらの

パンフレットもご利用ください。

（国税庁ホームページからダウンロードでき

ます。）
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　税抜経理方式を採用する事業者で、
●その課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満である場合
●居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限（参照→P32）の適用を受けた場合
●課税事業者が、免税事業者となる場合の調整（参照→P42）の適用を受けた場合
等には、控除対象外消費税額等（仕入税額控除することができない仮払消費税等の額）が生じることとな
ります。

仕入税額控除することができない仮払消費税等の額の取扱いは……

※　適格請求書等保存方式（インボイス制度）における控除対象外消費税額等の取扱いについては、
国税庁ホームページに掲載されている「消費税経理通達関係Q&A」をご参照ください。
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この章では、消費税及び地方消費税の「会計処理の方法」について

説明します。

　消費税及び地方消費税の会計処理方法は、次の二通りの方法があります。
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取得価額又は経費等の金額に含まれる
ため、企業の損益は消費税及び地方消
費税によって影響されるが、税抜計算
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て影響されないが、税抜計算の手数が
掛かる。

売上げに含めて収益として計上する。 仮受消費税等とする。

仕入れ等に係る
消費税額等

仕入金額、資産の取得価額又は経費等
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納付税額

還付税額

租税公課として損金（必要経費）に算
入する。

仮受消費税等から仮払消費税等を控除
した金額を支出とし、損益には関係さ
せない。
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する。

仮払消費税等から仮受消費税等を控除
した金額を入金とし、損益には関係さ
せない。
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次に掲げる収入は特定収入に該当しません。
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　・法令又は交付要綱等（注3）において、次に掲げる支出以外の支
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